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あああああああ※自治会への加入のお願い※あああああ あ  
高原町には、自治会組織として「区・班」があります。自治会は、町

民の交流・親睦を促進するさまざまな活動を行うとともに、まちづくり

において重要な役割を果たしています。 

 高原町では、町民の皆さん同士が協力しながら、安心して地域生活を

送ることができるよう、自治会への加入をお願いしております。 

 

あああああああ ※自治会に加入するには※あああああああ 
自治会に加入するには、「班加入連絡表」に必要事項を記入し、あなた

が居住する自治会の「班長」に提出ください。 

 あなたが居住する地区の区長・班長がわからないとき、または自治会に

関して御不明な点等がある場合は、総務課行政係までお問い合わせくださ

い。 

 

ああああああ        あお問合せ先       あああああああ 

 高原町 総務課 行政係  

〒889－4492 宮崎県西諸県郡高原町大字西麓８９９番地 

電 話 0984－42－2112 

ＦＡｘ 0984－42－4623 

Ｅメール soumu@town.takaharu.lg.jp 
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令和７年１２月１日号                               【発行：総務課行政係 42-2112】 

 

 

 

 

 

 

年末年始のごみ収集等について 

１ 年末年始の収集について 

ごみの種類 収集対象地区 年末最終日 年始開始日 

燃やせるごみ 

花堂、蒲牟田、北狭野、南

狭野、祓川、湯之元、中平、

並木、小塚、常盤台、西広

原、上広原、下広原 

12月 29日（月） １月５日（月） 

上後川内、下後川内、川平、

上麓、下麓、出口、鹿児山 
12月 30日（火） １月６日（火） 

廃プラ 町内全域 12月 24日（水） １月 14日（水） 

燃やせないごみ 町内全域 
下記「２」のと

おり 
１月７日（水） 

２ 霧島美化センターの年末稼働日について 

（１）稼働日 令和７年 12月 29日（月）、30日（火） 

８：30～12：00、13：00～16：00 

※年始は、１月５日（月）から通常どおり稼働します。 

（２）種 類 燃やせないごみ、粗大ごみ、リサイクル品、古紙 

（３）その他 燃やせるごみ、廃プラ、有害ごみ、その他のごみは搬入できませ

んのでご了承ください。 

       燃やせないごみは「高原町指定ごみ袋」で搬入してください。 

       あらかじめ、正しいごみ区分に従い分別されたもののみを搬入し

てください。分別ができていない場合は搬入をお断りする場合があ

ります。 

       古紙は新聞紙、雑誌類、段ボールを種類ごとに分別し、縛って搬

入してください。 

       美化センターへの燃やせないごみ、古紙の搬入は、 

令和７年 12月 29日、30日に限ります。 

問 町民課 環境係 ☎0984-42-1067（内線：160） 
 

子宮頸がん・乳がん・骨粗しょう症集団検診について（ご案内） 
 高原町では、各種がん検診を実施しています。がん検診を受診することで、自

覚症状が無い早期のがんを見つけることができます。 

12 月に今年度最後の子宮頸がん・乳がん集団検診を実施します。以下の受付

時間には空きがある状態です。 

※記事の内容については、各課等へお問い合わせください。 

※町ホームページからもダウンロードできます。https://www.town.takaharu.lg.jp 

役場からのお知らせ №181 
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また、今年度は新たに、骨粗しょう症検診を実施しています。40歳から 70歳

までの５歳刻みの年齢の女性が対象です。女性はホルモンの関係もあり、特に骨

粗しょう症になりやすいといわれています。この機会に一度検診を受診してみま

せんか。対象となる方はぜひお申込みください。 

検診種別 受付時間 対象者 

子宮頸がん 12月 14日（日） 

9：30～10：00 

20歳以上の女性のうち、年度内年齢が偶数の

方（令和８年３月末時点で偶数年齢の方） 

乳がん 12月 14日（日） 

13：30～14：00 

30 歳・36 歳の女性、40 歳以上の女性のうち

年度内年齢が偶数の方 

（令和８年３月末時点で偶数年齢の方） 

骨粗しょう症 

(超音波検査) 

12月 14日（日） 

9：30～10：00 

年度内年齢が 40、45、50、55、60、65、70歳

の女性（令和８年３月末時点で上記年齢の

方） 

なお、西諸管内の指定医療機関では１月末まで検診を実施しています。２月以

降になると町の検診としては受けられませんので、必ず１月末までに受診くださ

い。５月末に送付している検診案内をご覧いただき、医療機関またはほほえみ館

でぜひ受診ください。ご不明な点がありましたら健康課までお問合せください。 

問 健康課 健康推進係 ☎0984-42-4820（内線：456）   
 

マイナンバーカード（個人番号カード）申請・交付 

休日窓口開設のお知らせ 
仕事や学業などで、平日に窓口へ来られない方のために、下記の日程で休日の

窓口開設を実施いたします。 

【12月の休日開庁】※事前予約が必要 

日 時：令和７年 12 月 14日（日） 

 午前８時 30 分～午後４時 30分まで（正午～午後１時を除く。） 

 場 所：庁舎１階 町民課住民係 

予約締切日：令和７年 12月 10日（水）午後５時まで 

 ※定員になり次第、予約を締め切らせていただきます。 

【注意事項】 

●休日開庁については予約制ですので、必ず事前にご連絡ください。事前予約が

０件の場合、開庁いたしません。 

●窓口ではマイナンバーカードに関する手続きのみ受付けます。各種証明書の発

行や住民異動届は受付けできません。 

●正面玄関は施錠されているため、役場西側（小学校側）からお入りください。 

●15歳未満の方の手続きは、法定代理人の付き添いが必要です。本町のシステム

にて同一世帯の続柄が確認できない場合は、法定代理人と本人の関係を確認で

きる戸籍謄本が必要となります。対象の方は戸籍謄本を事前にご準備いただ

き、ご来庁ください。ご不明な点等は、ご予約の際にお問い合わせください。 

問 町民課 住民係 ☎0984-42-1067（内線：152） 
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令和７年度 きばる高原町の園芸農家情熱的活力支援事業について 
高原町は園芸生産者を支援するため、補助事業を実施しています。 

今年度当初に周知した事業を再度募集します。 

メニュー① 

 施設園芸強化対策事業 （補助率 1/３以内 上限 500,000円） 

ハウス施設設備や施設園芸に関する機械導入費等に係る経費の一部を支援 

例：ハウスの新設・移設、ハウス補強、被覆資材、谷部資材等、加温

機等、環境モニタリング装置、炭酸ガス発生装置等 

※畑かん受益地へのハウス新設又は移設の場合は上限 700,000 円 

メニュー② 

 露地園芸強化対策事業 （補助率 1/３以内 上限 500,000円）  

露地園芸に関する機械導入等に係る経費の一部を支援 
（ただし汎用性の高い機械は除く） 

例：うねたて機等、マルチ張り機等、移植機や防除用機械等、各種収
穫又は収穫作業に必要な機械等 

メニュー③ 

出荷調整等施設強化対策事業 （補助率 1/３以内 上限 500,000円）  
農産物の出荷・調整作業に必要な施設の整備に係る経費に係る経費の一部を

支援 

例：出荷調整施設等の改修等 

 ◆受付期間 令和７年 12月１日（月）～令和８年２月 27日（金） 

[但し、令和８年３月 31日（火）までに事業完了（納品、施工、

業者への支払い）するものに限ります。] 

 ◆受付場所 高原町農畜産振興課（高原町役場２階） 

◆必要書類 印鑑、カタログ、見積書（３者）、高原町税完納証明書 

◆注意事項 ３つのメニュー併せて１経営体あたり上限額は７００,０００円 

（認定新規就農者は 1,０００,０００円） 

※各種事業の詳細やご不明な点等ございましたら下記連絡先にお問い合わせ 

ください。 

問 農畜産振興課 農産園芸係 電話 0984-42-5132（内線：253）   
 

地域や個人で「種」をつないでいる野菜等について 
高原町の農産物（野菜等）の生育は、近年の異常気象によって大きな影響を受

けています。 

今後も高温や豪雨等が懸念される中、長年自家種で育っている野菜等は高原町

の気候に合い、安定生産につながるのではということで、広く町民の皆さまに情

報提供をお願いするものです。 
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お心当たりある方は、下記連絡先まで連絡いただきますようお願いいたしま

す。 

 ◆情報受付期間 令和７年 12月１日（月）～ 令和８年３月 31日（火） 

問 農畜産振興課 農産園芸係 電話 0984-42-5132（内線 253）   
 

高原町園芸農家等エネルギー高騰対策支援事業について 
高原町は燃油等のエネルギー高騰の影響を受けている園芸農家等を支援するた

め、エネルギー経費上昇分の一部を助成します。（令和７年９月 16日付けの「役

場からのお知らせ No176」で案内した事業の再周知です。） 

対象者 

生業として下記産業を営む個人または法人等 

① 園芸生産（施設、露地） 

② 特用林産物生産 

対象経費 上記①及び②に係る令和６年中の光熱動力費 

補助率 
農林水産統計（農業生産資材価格指数）によって算出される 

令和２年との対比上昇分の１／３以内 

受付期間 
令和７年 12月１日（月）からの令和８年１月 30日（金）の

役場開庁時間 

受付場所 高原町農畜産振興課（高原町役場２階） 

持参するもの 

① 印鑑 

② 令和６年分税申告書控（※農業所得用収支内訳書含む） 

③ 高原町税完納証明書 
 

問 農畜産振興課 農産園芸係 電話 0984-42-5132（内線：253）   
 

SWC健幸トレーニング教室  募集のお知らせ 
「健康寿命を延ばす！マシーントレーニング活用術」 

運動が初めての方でも安心！健康づくりに役立つマシーントレーニングを丁

寧に指導します。 

● 開催日時  令和７年 12月 10日（水） 

        10時～（１時間程度） 

● 場  所  ほほえみ館内 健康増進室 

● 募集人数  10名程度 

● 対  象  町内在住者及び町内在勤者       

        ※医師による運動制限指示のある方は除く。 

⚫  料  金  無料 

⚫  準備するもの 

        動きやすい服装・タオル・屋内用運動シューズ・飲み物 
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● 申し込み  健康課 健康推進係までお電話（42-4820）、又は、 

ほほえみ館（健康課窓口）までお越しください。 

ご不明な点等ございましたら下記までお問い合わせください。 

 

問 健康課 健康推進係 ☎0984-42-4820（内線：456） 
 

高原町湯遊事業のご案内 

本町では、介護予防事業として湯遊事業を実施しています。 

所属している団体・地区のみなさんと一緒に参加してみませんか。 

●事 業 内 容 

町の介護予防事業等に参加した後に温泉事業所の利用助成を行います。 

●申請対象者 

10人以上の団体、かつ、町民で３分の２以上が 60歳以上の団体 

※１団体につき年に１回の申請となります。 

●助成対象者 

町内に住所を有し、事業実施日に町の介護予防等の講座を受講した 60歳以上 

の方 

●助 成 金 額                    

 １人あたり年１回 700円以内の助成 

※年２回以上の利用者は、対象外となります。 

●受 付 期 間 

 令和７年 12月１日（月）～令和８年２月 27日（金）  

 ※土日祝除く ８：30～17：00           

●申 請 場 所 

  福祉課 高齢者あんしん係（高原町総合保健福祉センターほほえみ館内） 

●利用できる温泉事業所 

温泉事業所名 電話番号 

皇子原温泉健康村 42-1221 

極楽温泉 42-3326 

湯之元温泉 42-3701 

御池の湯 42-4088 

●申 請 方 法 

  代表者による窓口申請 （申請書は、福祉課高齢者あんしん係にあります。） 

●注 意 事 項 

 ※日程の相談は、希望日の３週間程度前までにお願いします。 

※会場、講師等の都合で希望日に実施できないことがあります。 

 ※温泉事業所の予約は、町では行いません。 

 

問 福祉課 高齢者あんしん係 ☎0984-42-2581（内線：452） 
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高原町メールサービスの登録のご案内 
災害に係る情報、感染症など防疫に係る情報、交通・防犯、特殊詐欺、不審者

情報などの発生状況、年末年始のごみ出しなど生活に係る情報等を登録者に対し

配信しています。視覚障害などのある方には音声でお伝えする電話での登録も可

能です。電話登録については、制限がございますので、登録を希望される場合に

は下記問合せ先までお問合せください。 

(スマートフォンの方)                  (ＱＲコード) 

 https://plus.sugumail.com/usr/takaharu/ 

 （フィーチャーフォン（ガラケー）の方） 

 https://m.sugumail.com/m/takaharu/ 

【サービスに関するお問い合わせ】           

高原町役場総務課 危機管理係      0984－42－2112      
 

宮崎県防災・防犯メール情報サービスの登録のご案内 
スマートフォン又はパソコンから下記メールアドレスに空メールを送信する

と、仮登録確認メールが届き、受信したメールに、本登録用ＵＲＬが記載されて

いますのでそちらをクリックして、本登録ページに接続して、案内に従って登録

してください。バーコード読み取り機能を使用する場合は、ＱＲコードを読み取

ってください。     

                           (ＱＲコード) 

(メール)                        

 bousai.miyazaki-pref@raiden2.ktaiwork.jp 

【サービスに関するお問い合わせ】           

宮崎県危機管理課      0985-26-7064       
 

高原町 LINE（ライン）公式アカウントの登録のご案内 

 高原町では、公式 LINE（ライン）アカウントを運用して、災害に係る情報やイ

ベント情報など、さまざまな情報を発信していますので、ぜひ御活用ください。 

（友達登録方法）                   （ＱＲコード） 

 スマートフォン等で、LINE（ライン）アプリを起動し、 

友だち追加画面から QRコードを読み込んでください。 

または、LINE（ライン）のホーム画面から「高原町」と 

検索して追加することもできます。 

（注意事項） 

 ・利用するためには SNS アプリ「LINE（ライン）」へご自身のアカウント登録

が必要です。 

 ・利用料は無料ですが、通信料等は利用者の負担となります。 

【LINE に関するお問い合わせ】 

 高原町総合政策課 デジタル推進係 ☏0984－42－2115 
 



 
 回 覧 
 

令和７年１２月１日  
町民各位 

 
                                           高原町長   丸山 裕次郎 
 
 

令和７年度高原町職員採用試験実施要領 
 
 
１  採用試験の種類、職種、採用予定人員及び職務の内容 

種類 職  種 採用予定人員 職  務  の  内  容 

初級 一般事務（Ａ） 若干名 
町長部局等に勤務し、主に一般事務・技術の
業務に従事します。 

 
２  受験資格（学歴は問いません。） 
（１）年  齢 

職  種 受    験    資    格 

一般事務（Ａ） 昭和６１年４月２日から平成２０年４月１日までに生まれた者 

 
（２）次のうちいずれか一つに該当する者は受験できません。 

ア 日本国籍を有しない者 
イ 拘禁以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな 

くなるまでの者 
ウ 高原町職員として懲戒免職処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 
エ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力 

で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 
 
３  試験の日時、場所及び合格発表 

試    験 試  験  の  日  時 試    験    場 合  格  発  表 

１次試験 

令和８年１月１７日（土） 
７：３０  受付開始 
８：１０  着席 
８：３０ 試験開始  

１１：５５ 試験終了 

高原町総合保健福祉セン
ターほほえみ館 
 
宮崎県西諸県郡高原町 
大字西麓３６０番地１ 

２月上旬に役場
前掲示板、ホー
ムページに掲示
するほか合格者
に通知します。 

２次試験 
２月上旬に１次試験合格者に
対して行います。 

高原町役場２階会議室 
 
宮崎県西諸県郡高原町 
大字西麓８９９番地 

２月下旬に役場
前掲示板、ホー
ムページに掲示
するほか合格者
に通知します。 

 ＊ 試験中は携帯電話の電源を切り、バッグ等にしまってください。 
 

 



４  試験の方法 
    試験については、高等学校卒業程度の試験を次のとおり実施します。 

試   験 試験科目 時間 内   容 

１次試験 

教養試験 １２０分 

時事、社会に関する一般知識を問う問題（１
３題）（「自然に関する一般知識」分野、「古
文」、「哲学、文学、芸術等」、「国語」の出題
はありません。） 
文章理解、判断・数的推理、資料解釈に関す
る能力を問う問題（２７題） 

職場適応性検査 ２０分 
公務員としての職業生活への適応性につい
て、職務への対応や対人関係面での性格特
性を詳しくみる検査 

性格特性検査 ２０分 
公務員に求められる六つの基礎的な性格特
性をみる検査 

２次試験 
作文試験 ９０分 

表現力、課題に対する理解力その他の能力
についての記述式による筆記試験 

人物試験 ― 面接試験 

   
 
５  受験手続 
（１）申込用紙請求先等 
    ア  申込用紙の交付場所    高原町役場総務課 
    イ  郵便による申込用紙の請求方法 
        請求先  〒８８９－４４９２ 

                宮崎県西諸県郡高原町大字西麓８９９番地 高原町役場総務課 
     封筒の表に「高原町職員採用試験受験申込書請求」と朱書きし、１４０円切手を

貼った宛先明記の返信用封筒（Ａ４判が入る大きさ）を必ず同封し、高原町役場総

務課に請求してください。 
    なお、郵送に要する往復の日数を十分考慮してください。 

ウ インターネット 

    高原町ホームページ（https://www.town.takaharu.lg.jp/）からダウンロードで 

きます。 

（２）申込用紙の提出先 
      高原町役場総務課 
        （〒８８９－４４９２  宮崎県西諸県郡高原町大字西麓８９９番地） 
（３）提出書類等 

    ① 受験申込書 必要事項を入力もしくは自筆したものを提出してください。 

② 写 真 票 最近３か月以内に撮影した写真を貼付し提出してください。 

  ③ １１０円切手を貼付した封筒 長形３号（120×235mm）の封筒の表面に受験票の

送付先の郵便番号、住所、氏名を記載してください。なお、氏名の後に「様」を付け

てください。 

※注１ 提出書類に不備があった場合は、受付できませんので注意してください。 

※注２ 郵送する場合は必ず郵便局の窓口で簡易書留郵便にして、その際郵便局窓口 

で交付される「書留郵便物受領証」は、受験票が到着するまで保管しておいて 



ください。なお、封筒の表には、「高原町職員採用試験受験」と朱書きしてくだ 

さい。 

 
（４）受付期間 

令和７年１２月８日（月）～令和８年１月５日（月）８：３０～１７：１５（土曜・
日曜及び１２月２９日～１月２日を除く。） 
郵送の場合は１月５日（月）までの消印のあるものに限り受け付けます。 

 
（５）受験票の交付 
      申込書を受理した場合は、受験票を郵送します。 

令和８年１月１４日（水）を過ぎても受験票が到着しない場合は、高原町役場総務 
課（ＴＥＬ０９８４－４２－２１１２）に連絡してください。 

 
６  合格から採用まで 

最終合格者は職種ごとに決定され、それぞれの採用候補者名簿に登載され、そのうち
から任命権者によって採用が決定されます。 
この名簿からの採用は原則として令和８年４月１日以降ですが、場合によっては、そ

れ以前に採用されることがあります。 
なお、合格者は採用予定数より多く決定されますので、試験に合格しても採用されな

い場合があります。 
 
７ 給与等 
（１）給与 

高原町の「一般職の職員の給与に関する条例」に基づいて給料が支給されるほか、
通勤手当、扶養手当、住居手当等がそれぞれの支給要件に応じて支給されます。  

 
（２）勤務条件・休暇等 

勤務時間は、１日７時間４５分、原則として土曜日・日曜日及び国民の祝日に関す
る法律に規定する休日は休みとなります。 

休暇には、年２０日の年次休暇（４月採用者は、初年度については１５日）のほか
主なものに次のような有給休暇があります。 

    夏季休暇…５日間   結婚休暇…５日間   病気休暇…最高９０日間 
 

８ 試験関係情報の提供（緊急連絡）について 
災害等による試験日程の変更やその他の緊急連絡を高原町ホームページに掲載するこ

とがあります。 
 

   高原町ホームページアドレス 
     http://www.town.takaharu.lg.jp/                            
                                  
９ 問い合わせ先 
  高原町役場 総務課 行政係 
  住 所 〒８８９－４４９２  宮崎県西諸県郡高原町大字西麓８９９番地 
  ＴＥＬ ０９８４－４２－２１１２（内２１１） 
 E-mail  syokuinsaiyo@town.takaharu.lg.jp 

mailto:syokuinsaiyo@town.takaharu.lg.jp


 

 

令和７年 12 月１日 

 町民各位 

高原町長   丸山 裕次郎 

 

令和７年度高原町会計年度任用職員採用試験について 

 

 令和８年４月１日付採用の会計年度任用職員の採用試験を下記のとおり実施します。 

 会計年度任用職員とは、一会計年度（４月１日から３月 31日まで）を超えない範囲

内で任用される一般職の非常勤職員です。 

 

１  受験資格、採用職種、勤務条件等 

⑴ 受験資格 

次のいずれにも該当しない方（地方公務員法第１６条） 

(ア) 拘禁以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けるこ 

とがなくなるまでの者 

(イ) 高原町職員として懲戒免職処分を受け、当該処分の日から２年を経過しな 

い者 

(ウ) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府 

を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに 

加入した者 
 
⑵ 採用職種、勤務条件等  裏面の表を御確認ください。 

 
⑶ 受験対象 

   通年雇用の職が受験対象となります。スポット業務（選挙事務、税の確定申告

補助などの短期間業務）については、受験の必要はありません。 

 

２ 試験日 

  令和８年１月 24日（土）～１月 25日（日）の指定する日時（詳細は受験票にて 

お知らせします。）。 

 

３ 試験内容 

  高原町役場において、個別面接試験を実施します。 

 

４  受験手続 

⑴ 受験申込書の交付場所 

(ア) ７に記載の【問い合わせ先】 

(イ) 高原町ホームページ http://www.town.takaharu.lg.jp/ 

⑵ 申込み時の注意事項 

(ア) 有資格職の受験申込書には、必要な免許状等の写しを添付してください。 

  (イ) 併願はできませんので、受験申込書の【受験する会計年度任用の職の名称】 

の欄には、職種を一つだけ記入してください。 

 

 

 

(ウ) 受験申込書に添付する写真は、最近３か月以内に撮影したものとします。 

写真が貼られていないものは、受け付けられない場合があります。 
 
⑶ 受験申込書の提出先 

７に記載の【問い合わせ先】 

※ 郵送する場合は必ず郵便局の窓口で簡易書留郵便にして、その際郵便局窓 

口で交付される「書留郵便物受領証」は、受験票が到着するまで保管してお 

いてください。なお、封筒の表には、「高原町会計年度任用職員採用試験受 

験」と朱書きしてください。 
 
⑷ 受付期間 

12月１日（月）～12月 23日（火）８：30～17：15 

※土曜・日曜・祝日を除く。 

※郵送の場合は 12月 23日（火）までの消印のあるものに限り受け付けます。 
 
⑸ 受験票の交付（一般事務・学校司書のみ） 

      申込書を受理した場合は、受験票を郵送します。１月 16日（金）を過ぎても到

着しない場合は、下記【問い合わせ先】に連絡してください。 

 

５  合格から採用まで 

⑴  合格発表は、合格者に対してのみ郵送で通知します。合否結果について電話に 

よる問い合わせにはお答えできません。 

⑵  合格者は、採用候補者名簿に登載され、必要に応じて任命権者によって採用が 

決定されます。 

また、この名簿からの採用は原則として令和８年４月１日以降ですが、合格者 

  は採用予定数より多く決定されますので、試験に合格しても採用されない場合が 

あります。 

なお、任用期間は原則として１年度以内ですが、次年度予算や勤務状況等によ 

り、次年度以降も再度任用する場合があります。 

 

６ 試験関係情報の提供（緊急連絡）について 

災害等による試験日程の変更やその他の緊急連絡を高原町ホームページに掲載す 

ることがあります。 

 

７ 問い合わせ先 

高原町役場 総務課行政係 

所在地  〒889-4492 宮崎県西諸県郡高原町大字西麓 899番地 

  電 話  0984－42－2112（内線 212） 

E-mail  soumu@town.takaharu.lg.jp 

回覧 



職種等一覧

職種 勤務場所 必要免許等 業務内容 採用予定人数 勤務形態 報酬額 勤務条件等 試験内容
試験日及び
試験会場

一般事務 30名程度

一般事務（障がい者対象） １名

一般事務 給食費会計事務や学校運営に関する事務等 若干名

学校司書 図書管理、読み聞かせ等業務 １名

防災専門員 地域防災マネージャー 防災・災害対応等の危機管理業務
原則として月曜日から金曜日の午前８時30分から午後５時15分
までの間で勤務場所によって定められた時間（週35時間）

月額
265,006円～

運転手 普通運転免許
公用車の運転・管理業務、庁舎・町有地等
管理業務

原則として月曜日から金曜日の午前８時30分から午後５時15分
までの間で勤務場所によって定められた時間（週30時間）

月額
164,206円～

農業経営改善支援推進指導員 農業経営改善支援推進指導業務

農地中間管理事業相談員 農地中間管理事業業務

保健師 保健師免許 保健師の知見を要する業務等
月額
201,600円～

看護師 看護師免許 保健業務、介護連携業務等
月額
187,354円～

准看護師 准看護師免許 保健業務、健（検）診、予防接種等業務等
月額
165,367円～

介護支援専門員 介護支援専門員資格
地域包括支援センター内での介護予防プラ
ンの作成業務、地域ケア会議の補助業務

月額
200,051円～

子育て支援センター員

子育て支援
センター
（ほほえみ
館内）

保育士資格や幼稚園教諭免許等 子育て支援センター運営業務 若干名
原則として月曜日から金曜日の午前８時30分から午後５時15分
までの間で勤務場所によって定められた時間（週30時間）

月額
155,612円～

生活相談員 社会福祉主事等 養護老人ホーム峰寿園での生活相談員業務
原則として月曜日から金曜日の午前８時30分から午後５時15分
までの間で勤務場所によって定められた時間（週37.5時間）

月額
212,903円～

運転手 普通運転免許
公用車の運転・管理業務、峰寿園・町有地
等管理業務

月額
212,100円～

看護師 看護師免許 養護老人ホーム峰寿園での看護師業務
月額
242,000円～

介護支援員（日勤）
・土曜日、日曜日、祝日を含むシフト制
・午前８時30分から午後５時15分までの間で勤務場所によって
定められた時間（週37.5時間）

時給
1,312円～

介護支援員（夜勤）
・土曜日、日曜日、祝日を含むシフト制
・午後４時30分から午前８時30分までの間で勤務場所によって
定められた時間（週36時間）

時給
1,386円～

調理員 調理師免許
時給
1,312円～

調理員 なし

時給
1,266円～
（高卒以上の
場合）

・土曜日、日曜日、祝日を含むシフト制
・午前６時00分から午後６時00分までの間で勤務場所によって
定められた時間（週37.5時間）

月額
145,548円～
（高卒以上の
場合）

月額
166,428円～

原則として月曜日から金曜日の午前８時30分から午後５時15分
までまでの間で勤務場所によって定められた時間（週30時間）

ほほえみ館 若干名
原則として月曜日から金曜日の午前８時30分から午後５時15分
までの間で勤務場所によって定められた時間（週30時間）

町内各学校 なし
原則として月曜日から金曜日の午前８時00分から午後４時30分
までの間で勤務場所によって定められた時間（週30時間）

面接試験

【試験日】
令和８年１月24
日（土）～１月
25日（日）の指
定する日時

【試験会場】
高原町役場

本庁舎 各１名

農業経営等の専門的知識を有する
者

原則として月曜日から金曜日の午前８時30分から午後５時15分
まで（月15日）

養護老人
ホーム峰寿

園
養護老人ホーム峰寿園での支援員（介護）
業務

ヘルパー、介護職員初任者研修受
講者、看護師、准看護師等

養護老人ホーム峰寿園での調理業務

若干名

本庁舎等 なし
パソコンによるデータ入力、書類整理、電
話・窓口対応等事務

〇任用期間
　原則として令和８年４月１日から
令和９年３月31日の間となります。
　なお、任用後１ヶ月間は試用期間
です。
　ただし、１月の勤務日数が15日に
満たない場合は、勤務日数が15日に
達するまでが試用期間となります。

〇手当
・費用弁償（通勤手当）
　通勤距離によって支給されます。
　ただし、通勤距離によっては支給
されない場合があります。
　
・時間外手当
　職種、勤務場所によって定められ
た時間外の勤務が生じた場合に支給
されます。
　
・期末勤勉手当
　報酬及び任用期間等に応じて支給
されます。
　ただし、任用期間等によっては支
給されない場合があります。

〇休日
　週休日（土曜、日曜）及び国民の
祝日並びに12月29日から翌年１月３
日までの日が休日となります。
　ただし、職種、勤務場所によっ
て、これ以外の日が休日となる場合
があります。

〇休暇
　年次有給休暇、忌引休暇等があり
ます。
　年次有給休暇については、任用期
間によって付与される日数が異なり
ます。

〇社会保険等
　地方公務員等共済組合法、厚生年
金保険法及び雇用保険法の定めると
ころにより、それぞれ加入します。
　ただし、勤務日数や勤務時間に
よっては加入の対象とならない場合
があります。

原則として月曜日から金曜日の午前８時30分から午後５時15分
（フルタイム）





事 務 連 絡  

令和７年 12 月 1 日   

 後川内地区住民の皆様 

 

後川内まちづくり準備委員会事務局  

 

後川内まちづくり準備委員会の御案内 

 

 地域住民で後川内地区での困り事や課題を解決するために取り組む「後川内

まちづくり準備委員会」の１２月会議を開催します。これまでの取組内容は裏面

「後川内まちづくり便り」に掲載していますので、ぜひご覧ください。 

 

１ 開催日時・場所 

（１）全体の話し合い（移動・買い物支援、学校跡地など） 

日時：令和７年１２月１５日（月）19：00～ 

場所：上後川内地区多目的活動施設（上後川内公民館） 

 後川内地区の支援が必要になりそうな高齢者への支援方法を検討

します。12 月８日開催の学校跡地利活用検討委員会の報告や、今年

度予算を使った今後の取組について話し合います。 

 

 

２ 参加方法 

  事前申し込みは不要です。上記の開催日時・場所にお越しください。 

 

 

 

 問合せ先 

後川内まちづくり準備委員会事務局 

（高原町総合政策課内）清水 42-2115 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

後川内まちづくり便り 

後川内まちづくり準備委員会 

だよ 

第７号（R7.12.1） 

発行：準備委員会事務局 

高原町総合政策課（0984-42-2115） 

■視察日 令和 7年 10月 22日（水） 

■視察先 チーム本城（串間市のまちづくり協議会） 

チーム本城では、本城地区内で互助輸送（住民が地域の高齢者を車で移動支援する

こと）を行っています。互助輸送を始めるときの検討の経緯や課題などについて、説明を

受けたり、質問をしたり、多くのことを教えていただきました。 

 

 

■内容 

【報告】イノシシの捕獲について 

１２月８日(月)に後川内地区の第１回

学校跡地利活用検討委員会が開催さ

れます。準備委員会メンバーも参加し、

今後の利活用について話し合います。 

串間市本城地区に視察に行きました 

まちづくり準備委員会では、後川内で駆除に取組む猟師

に対し、今年度県の補助を受けて購入したくくり罠を配布

し、農場等に罠を設置する場合は箱罠を貸し出していま

す。10月に配布などをした罠で、既にイノシシを 10頭以上

捕獲しています。現在、配布用のくくり罠に余りがあります。 

鳥獣害対策部会の取組 

↑ 川平の箱罠にかかったイノシシ 

↑ 豚熱対策で消毒・埋却中の様子 

 

お
知
ら
せ 

令和８年１月２５日(日)に県庁で狩猟免許試験が

あります。受験する方は１２月１５日(月)までに西

諸県農林振興局に申込みが必要です。 

（病院の診断書が必要なので早めの手続きを！） 

 

防護柵設置の取組み状況について 

来年度の防護柵設置に向けて、上後川内はイノシシ被害の多い地区

の田んぼ、下後川内は圃場整備済みの東平・楠木塚で現地確認を行

い、設置に向けて調整をしています。 
東平地区での現地確認の様子 → 

移動・買い物支援部会の取組 学校跡地利活用検討委員会 

【チーム本城の主な取組み】 

・移動支援（高齢者や市外高校通学生） 

・イベント（鯉のぼり、コスモス、イルミネーションなど） 

・カレンダー、竹製品の製作販売による収入確保 

・防犯（観光客の往来がある）、防災（津波）活動 など 



先生の魅力発信説明会

西諸県地区の教育委員会では、教員免許をお持ちで、これまで学校で勤務がない方や、しばらく

教壇から離れていた方（いわゆるペーパーティーチャー）を対象に説明会を開催いたします。

令和７年１２月１３日（土）

時間 １０時から１１時（９:４５受付開始）

会場 ＴＥＮＡＭＵビル２階 「豊かな学び支援室」
（住所 小林市細野1897）

あなたの教員免許状

西諸県地区の小・中学校で生かしませんか。

～ 内 容 ～

・教員免許状をお持ちで学校での勤務経験がない方や、さまざまな理由で長期間教職を離れてい

る方、そのご家族を対象に、先生として働く魅力や待遇などについてご説明いたします。

・約30分の全体説明後に個別相談を実施します。

～ 対 象 ～

・学校に勤務するための情報を収集されたい方

・教員免許の状況を確認されたい方

・しばらく教壇から離れていたものの、復帰を検討されている方

～ 申し込み ～

・申し込みは、右の専用フォームにてお願いします。

・お子様と一緒でも安心してご参加できます。

＜お問合せ＞ お気軽にお問い合わせください。

（代表）小林市教育委員会学校教育課 ０９８４－２３－０４２４

申し込みフォーム



講座をご紹介 

今年もあとわずか。来年につなげる学び、師走の学びを充実させよう！ 

高原町教育総務課社会教育係  Ｒ７．1２．１発行 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度 １２月の生涯学習講座だより 
回 覧 

皇子原学園講座 

 

１０月、１１月に実施した講座の様子を一部ご紹介！ 

生涯学習講座 

お問合せ先   高原町教育総務課社会教育係 （小園・山崎） ℡：（０９８４）４２－１４８４ 

 

音を楽しむ講座  １２月１６日（火）9:30～11:０0  

講師宅             講師 益本 一博 氏 

 

皇子原学園講座「日本の文化継承」１０月２１日、

椎葉民俗芸能博物館学芸員の井上玉光氏に「神楽

に魅せられて」と題しお話いただきました。約400年

続く「椎葉神楽」の特徴や、舞手不足で男性だけで

はなく女性も舞うようになった事などをお話いただき

ました。また、後半には御幣を切る体験をしました。 

 

 

 

 

「川柳講座」  全３回  講師 間瀬田 紋章氏 

宮崎番傘川柳会会長、宮日川柳文芸選者も務める 

間瀬田氏が講師です。講座では穴埋め川柳など、想 

像力を働かせ、楽しく学んでいます。10 月の日本発

祥地まつり作

品展示に出

展しました。 

 

 

 

食育～食べることを楽しむ  １ ２月９日（火）   １ ０ ： ０ ０～ 11: ３ ０              

会場：ほほえみ館食改善室   ※準備の都合上、事前の申し込みが必要です。 

講師は、宮崎の食材の魅力を県内外に伝える料理研究家の杉松 泰子 氏。テレ 

ビ、ラジオ、新聞などのメディア活動や、食育ティーチャーとして幅広く活動していら

っしゃいます。今回は「味覚を学ぼう」と題し、実際に料理を作り、味覚の勉強をしま

す。食材がもつ本来の美味しさを体験しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皇子原学園講座「世界自動車レース選手権を戦

って」１０月７日、元マツダ（株）モータースポーツ開発

部 關田克巳氏にお話いただきました。ヨーロッパや

アフリカで行われる世界自動車レース選手権の様子

や、訪れた 23 か国での生活やコミュニケーションの

大切さなど、とても興味深いお話でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方再発見講座  １２月３日（水）９:０0～1６:30 

フローランテ宮崎・生目の杜遊古館（宮崎市） 

（宮崎市） 

皇子原学園講座「表現と音楽」１１月４日、宮崎の

民謡歌手、浅野晴香氏においでいただきました。「お

はら節」「花笠音頭」など、三味線と共に演奏していた

だきました。明るく響きのある歌声と力強い三味線の

音、豊かな表現力に魅せられました。 

 








